
 

 

 

 

社会全体の働き方改革が進められている中、学校における教職員の

働き方改革が喫緊の課題となっており、この間、国、府、市でも様々な取

組を進めています。  

学校における働き方改革の趣旨は、「学校の働き方改革は、学校が

子どもたちの未来に直結する場所だからこそ、これまでの先生の働き方

を見直し、毎日元気に子どもたちの前に立って未来につながる力をは

ぐくむ教育を行うために必要である。先生には授業やその準備をはじ

めとした先生にしかできない教育活動に全力投球してもらいたい」とい

う文部科学大臣からのメッセージ（平成 31年３月）に集約されていま

す。  

本市においても、国、府の動向を注視しながら学校における働き方改

革を進めています。学校での働き方改革の取組状況について、市民の

皆様と広く共有しながら、教職員が心身共に健康で、未来を担う子ども

たちの可能性を高める教育を進めていく環境作りを今後も推進してい

きます。 

 

 

令和２年 ３月 ・「木津川市立学校の教育職員の業務量の適切な管理

等に関する規則」を制定。  

令和２年１０月 ・「市立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方

針」を策定し、取組方針や段階的な目標を設定。  

令和３年 2月 ・「学校管理運営規則」を一部改正し、共同学校事務室

の設置を明記。同４月、高の原小学校内に設置し、市

内全小中学校の事務職員での活動を開始。  

令和３年 ４月  ・「木津川市部活動指針」を策定し、休養日の設定や活 

動時間の上限などを設定。  

 

教育委員会における働き方改革の取組状況調査について 

１．木津川市における働き方改革に関する規則や方針の策定 

資料４－２ 



 

 

 

 

 

本市においてはこれまでから、様々な取組を通して教職員の勤務時

間の縮減に向け取り組んでいます。主な取組については以下の通りで

す。  

 
 

 

２．本市における働き方改革の具体的な取組 



 

 

 

 

本市で取り組んでいる特徴的な取組事例を校種別に紹介します。 

 

 
 

 

 

 

 

本市では、教職員が心身ともに健康な状態で、子どもたちに寄り添 

う教育に専念できるよう様々な取組を進めています。 

子どもたちが学ぶ喜び、成長できる喜びを実感できる教育を進める

ため、学校における働き方改革に、保護者、市民の皆様のご理解とご協

力をお願いします。 

 

 

 

保護者の皆様・市民の皆様へ 

３．学校の特徴的な取り組み事例  


